
 市の広報について伺います。 

 令和７年９月定例会発言について

です。 

 市長は、９月議会において、Ｄｏ

ｎＤｏｎにいはまの放送内容は、行

政情報と併せて、私の公約を含めた

重要施策について発信していると明

確に答弁されました。 

 ここで確認しますが、公約とは、

公に約束すること、特に選挙に際し

て、政党または候補者が当選後に実

施することを約束した政策です。こ

れは市長という政治家が選挙で有権

者に示した政治的主張であり、市長

個人の政治活動の一部であり、法律

上、行政施策とは一切別物です。 

 行政の仕事は、法律、条例、予算

に基づいて、中立的に進めるもので

す。しかし市長は、その行政の場

に、自らの選挙公約、イコール政治

的主張を混ぜ込んでいます。これは

行政の政治的中立性の侵害、市税を

用いた市長個人の政治発信、公職選

挙法上の事前運動の疑いという重大

な問題を含みます。 

 特に、ＤｏｎＤｏｎにいはまは、

市民の誰もが視聴できる市税投入番

組です。そこに市長が政策説明では

なく、公約という言葉を持ち込んで

いる事実は、行政広報の政治利用と

評価されても当然です。 

 さらに、市長個人が出ることで、

市民は市長の番組と認識し、市長の

発信力は、市の公的媒体に依存して

強化され、市長だけが政治的メリッ

トを得る構造になります。これは公

金による不公平な政治的優遇です。 

 もし、他の市議が税金で毎週テレ

ビ出演したらどう考えても許されま

せん。しかし、市長だけは許される

のでしょうか。そんなルールは、法

体系上どこにもありません。 

 以上のことから、３点お伺いしま

す。 

 １点目、市長は行政広報で自身の

公約を発信することを適法と判断し

ているとのことですが、どの法律の

どの条文が、公金を使った市長個人

の公約発信を許容しているのか、明

確に条文を挙げて答えてください。

問題がないと思う、必要だと考えて

いるという意見は不要です。法的根

拠だけを答えてください。市長が憲

法や法律を根拠にせず、政治的発信

を行っていた場合、違法性を強く疑

わざるを得ません。 

 ２点目、市長は、公約とは何か、

その公約を行政広報で発信する必要

性とは何か、公約と行政施策の違い

をどのように整理しているのか、市

長個人の政治的主張と行政としての

施策説明をどのように線引きしてい

るのか、市民に分かる形で説明して

ください。 

 ３点目、市長御自身が公約を発信

していると述べた以上、行政広報に

政治的要素が混入していることは明

らかです。それにもかかわらず、市

長が今後も無制限に出演し続けれ

ば、行政の中立性は担保されず、政

治利用の疑念が解消されることはあ

りません。市長は今後、政治的中立

性を確保するために、ＤｏｎＤｏｎ

にいはまへの市長個人の出演を停止

する、または第三者による出演内容

チェック制度を導入する意思はあり

ますか。 

 市長が出演を続ける限り、行政広

報の政治利用という懸念は払拭され

ることはないと考えます。中立性の

担保のためには、市長の出演制限ま

たは出演禁止は避けられないと考え

ますが、いかがですか、お答えくだ

さい。 



 次に、著名人起用について伺いま

す。 

 新居浜市は、これまで石村嘉成

氏、水樹奈々氏、新浜レオン氏など

の著名人を広報、ＰＲに起用してい

ます。 

 著名人の活用自体は否定しませ

ん。しかし、市長が前回議会で公約

の発信を認めた以上、署名人の起用

は市長個人の政治的宣伝に結びつく

危険性を持ちます。 

 さらに著名人の作品、肖像を使う

場合には、通常は著作権料、肖像使

用料、出演料が必要であり、もし無

償協力であれば、逆に行政と特定個

人との癒着が疑われます。どちらに

しても、公平性と透明性が欠かせま

せん。 

 そこで３点伺います。 

 １点目、石村嘉成氏の作品を用い

た新居浜あかがねＷＡＯＮカードに

ついて、市は著作権料、デザイン料

等を負担しているのか、包括連携協

定に基づく支出があるのか、明確に

してください。 

 イオンと包括連携協定を結んでい

る以上、市の負担ゼロということは

通常考えられません。契約書や費用

負担の割合について、具体的に回答

を求めます。 

 ２点目、石村氏、水樹氏、新浜氏

を広報やＰＲにて起用した際、市の

費用負担について、古川市長就任

後、幾らあるのか教えてください。 

 肖像利用料、イベント協力、広報

物使用など、市民から見えない経費

が含まれていないか、透明性を求め

ます。 

 ３点目、こうした著名人の起用は

市長個人の裁量で決定されているの

か、選定基準と決定プロセスを示し

てください。 

 特定個人の優遇、政治利用の疑い

を排除するために必須です。 

 以上の答弁、お願いいたします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。古川市長。 

○市長（古川拓哉）（登壇） 市の

広報についてお答えいたします。 

 令和７年９月定例会発言について

でございます。 

 行政広報で自身の公約を含めた重

要施策等を発信することにつきまし

ては、地方自治法第148条、地方公

共団体の長の事務の管理及び執行、

及び第149条、担任事務を根拠とし

て適法であると判断いたしておりま

す。 

 次に、公約とは何か、行政広報で

発信する必要性及び行政施策との違

いについてでございます。 

 公約とは、私の政策目標であり、

まちづくりの方向性を市民の皆様に

お示しし、約束したものでございま

す。 

 公約は、行政施策として実行する

必要があり、そのため公約を行政施

策に落とし込み、市民に周知、説明

することは、行政運営上の市長の責

務であり、必要不可欠な広報活動で

あると考えております。 

 また、公約は政策目標そのもので

あり、行政施策はその実現に向けて

必要な手段であり、法律や条例、予

算に基づいた具体的な公共サービス

や活動を指すものでございます。 

 次に、ＤｏｎＤｏｎにいはまへの

私の出演停止と第三者によるチェッ

ク制度の導入についてでございま

す。 

 広報番組への私の出演は、地方公

共団体の長として、重要施策等の報

告や説明を行う正当な広報活動であ

り、私個人の政治的主張ではないと



認識しておりますことから、私の出

演停止や第三者によるチェック制度

の導入については考えておりませ

ん。 

○議長（田窪秀道） 加地企画部

長。 

○企画部長（加地和弘）（登壇） 

著名人起用についてお答えいたしま

す。 

 石村嘉成氏の作品を用いた新居浜

あかがねＷＡＯＮカードについてで

ございます。 

 本市では、地域振興と市民サービ

スの向上を目的として、本年11月に

イオン株式会社と包括連携に関する

協定を締結いたしました。 

 この協定の一環として、本市在住

のアーティスト、石村嘉成氏の作品

を使用した御当地ＷＡＯＮカード、

新居浜あかがねＷＡＯＮを令和８年

１月に発売する予定となっておりま

す。 

 なお、石村氏からは無償で作品を

御提供いただいており、本市の財政

負担はございません。 

 また、作品使用に際しましては、

カード販売事業者であるイオンリテ

ール株式会社にて石村氏より画像使

用許可証を取得しており、カード発

行、販売に関する費用についても同

社が全額負担することとなっており

ます。 

 新居浜あかがねＷＡＯＮカード

は、中四国６県のイオングループ

68店舗において発売される予定で、

カード利用売上額の0.1％をイオン

株式会社が負担し、本市へ寄附いた

だける仕組みとなっており、本市の

財源確保にもつながることから、よ

り多くの方に手に取っていただける

よう周知してまいります。 

 次に、著名人を広報やＰＲに起用

した際の市の費用負担についてでご

ざいます。 

 古川市長就任後、石村氏と水樹氏

については、大阪・関西万博のイベ

ントに出演していただきましたが、

石村氏には旅費を含む謝礼として

20万円をお支払いいたしておりま

す。 

 一方、水樹氏については、イベン

トの委託業務の一環として出演して

いただき、出演料等については受託

先から支払われており、本市では把

握いたしておりません。 

 また、新浜レオン氏によるあかが

ねミュージアム等でのライブについ

ては、民間による招聘であり、市の

負担はございません。 

 加えて、同時に実施いたしました

ふるさと観光大使任命等に係る費用

は約21万5,000円となっておりま

す。 

 次に、広報等での著名人の起用に

ついての選定基準と決定プロセスに

ついてでございます。 

 著名人を広報活動で起用する場

合、市長の裁量で決定することはな

く、事業の内容に応じて委託先等と

協議の上、ふさわしい方を選定して

おります。特に明確な基準等は設け

ておりませんが、選定は事業の目的

に適した方を選ぶことを基本にいた

しております。 

 また、観光大使の皆様にはそれぞ

れの任務として、様々な場面におい

て、本市のＰＲ活動を行っていただ

いております。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。伊藤義男議員。 

○２番（伊藤義男）（登壇） 市長

はこれまで御自身のＳＮＳで著名人

との写真や市のＰＲ素材を繰り返し

発信されています。 



 しかし、市長という立場は常に公

的責任を伴い、私的行動と切り離す

ことはできません。 

 公費で制作された広報素材や市の

広報事業で得た機会を個人の発信に

転用することは、公私混同や政治利

用と受け取られてもやむを得ませ

ん。 

 同様に、ＤｏｎＤｏｎにいはまへ

の継続的な出演とその内容のＳＮＳ

での二次利用についても疑念を生み

続ける構造となっています。 

 市長におかれましては、御自身の

立場と責任の重さを改めて認識して

いただき、公費に関わる素材や機会

を個人的な発信に用いる行為は今後

一切行わないよう強く要望し、私の

一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 


